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ながはま 

地域安全ニュース 
 

 

※実在する警察署の電話番号が 

表示されます！ 

ポリスポイント！ 

●警察官がLINEなどのメッセージアプリでやり取りをすることはありません！ 

●まずは落ち着いて、相手の名前、所属部署、内線番号などを確認しましょう。 

●一旦電話を切って、最寄りの警察署か、♯９１１０にかけて確認しましょう。 

 

 

 

 

 発信番号が実在する警察署の電話

番号に偽装されている手口の詐欺が

増加しています。 

 突然、スマホに警察からの着信が

あり、ビデオ通話にすると偽警察官

が「警察手帳」や「逮捕状」を示し

て「あなたに容疑がかかっています」

と不安をあおってきます。さらに「カ

ネの流れを捜査するために必要だ」

などの理由で、指定したネットバン

キングの口座に資金を移すよう要求

してきます。 

  

 

 3/27 全国的に多発しているＳＮＳ型投

資・ロマンス詐欺、強盗、組織的窃盗などの犯

罪に『トクリュウ』が関与していることから、

長浜市防犯自治会は、犯罪の実態を知っても

らい被害を未然に防ごうと、木之本署に依頼

して専門部会員を対象に研修を行なってもら

いました。 

  
 

被害にあわないために 

「匿名・流動型犯罪グループ」の略称で、 

      ＳＮＳや求人サイト等を利用して、犯罪 

実行犯を募り、匿名性の高い通信手段を用いて結びついたメ

ンバー同士が役割を細分化させ、その都度メンバーを入れ替

えながら、強盗事件や特殊詐欺、SNS 型投資・ロマンス詐欺

などさまざまな犯罪行為を行うグループのことです。 

 

 

・基本は自宅の鍵かけ！ 

 外出時だけでなく就寝中・在宅時にも、 

常に鍵かけをしましょう。 

・不審な訪問者には要注意！ 

 訪問者にはむやみに玄関のドアを開けたりせず、ドアスコ

ープやインターフォンで確認をしましょう。 

・電話で在宅状況、家族構成、資産状況を聞かれても絶対に

答えないようにしましょう。 

 不安に感じたらためらわずに 110 番通報をしてください。 

トクリュウとは 

 



 

 

 

 

 

滋賀県防犯協会では､滋賀県公安委員会から委託された滋賀県風俗環境 

浄化協会の活動として風俗環境浄化相談所を開設します。 

相談所では 

★風俗環境浄化のための情報提供や相談の受付 

      風俗営業店での ●18歳未満の年少者の雇用  ●20歳未満の者に対する酒類・ 

      タバコなどの提供  ●悪質な客引き行為  ●無許可営業  ●名義貸し など 

★青少年育成にかかる相談・アドバイス  

    などを行います。  

と き：令和７年６月23日（月）13：00 ～ 15：00 
            ところ：長浜まちづくりセンター   会議室 ２Ｃ 

（長浜市高田町１２－３４ さざなみタウン２Ｆ）  
           問合せ：（公社）滋賀県防犯協会  ☎ 077-525-6529 

 

 

 

 

 

 屋根や床下、水回りなどの点検を口実に訪問し、必要のない工事で高額な料金を

請求する「点検商法」や不用品を買い取る口実で訪問し、タンスなどに眠っている

貴金属類を安く買いたたく「訪問購入」をはじめとする特定商取引事犯や、暗号

資産、ファンド、震災復興支援事業など、国民の関心が高いテーマに便乗し「○年

後には○％の利益がでます」「元本保証」「あなただけ特別」などとあおって多額の

出資金をだまし取る利殖勧誘事犯などの悪質商法は高齢者だけでなく社会経験の

浅い若者が標的となりやすいため注意が必要です。 

 

 

 

～被害にあわないポイント～  悪質業者は「う・そ・つ・き！」 

 

 

 

 

うまい話を信用しない！ 

うまい話、絶対もうかる話には、

必ず大きな落とし穴が・・・ 

そうだんする！ 

ひとりで判断せず、家族・知人・

相談機関などに相談を 

つられて返事をしない！ 

すぐに契約しない！ 

悪質業者は、言葉巧みにすぐ契

約するように迫ってきます 

きっぱり！ 断る！ 

あいまいな返事をせず、 

キッパリ！ ハッキリ！ 断る！ 

～ 不安を感じたとき、被害にあったときの相談窓口 ～ 

 消費生活ホットライン（☎188 イヤヤ）  長浜市消費生活相談室（☎65-6567） 

拒否しても居座る場合は警察へ連絡を   長浜署 ☎62-0110  木之本署 ☎82-3021 

 


